
















アメリカでは条例で規制

アメリカでは、住宅地にスモールセル・ア
ンテナを設置することを禁止したり、商業
地区に設置する場合は450mこ｝とに設置す
ることなどを、条例で決めた自治体もあり
ます。

日本にも、一定の高さの携帯電話基地局を
設置する際に、周辺住民への告知や情報公
開を条例で定めた自治体もあります。しか

し、マンホールを作って地下に携帯電話基
地局を設置する計画もあり、従来の条例で
は規制できない可能性があります。安全な
まちづくりのためにも、新しい条例が必要
です。

欧州連合（EU）の欧州議会は、現在の国
際ガイドラインは、　「乳児や妊婦、子ども

などの環境因子に傷つきやすい人たちを考
慮していない」と指摘し、欧州評議会も、
「現在の国際ガイドラインは時代遅れだ」

と批判しています。

せめて学校や病院、住宅地、通学路にはス

モールセル・アンテナを設置しないように
しましょう。設置計画を立てる際は、行政
や電磁波過敏症患者や患者会・地域団体な
ど、あらゆる利害関係者を交えて協議する
ことも必要です。

5Gに関する科学者の見解

「無線周波数電磁波が、人類と環境にとって

有害なことは証明されている」として、108
か国、270人の科学者が、5Gの安全性が確認
されるまで導入しないよう、2017年に欧州連
合（EU）に求めています。

5G技術が人間や環境にどのような影響を与え
るのかについて、まだ研究が不足しています。

EUの「保健衛生・環境および振興リスクに関
する科学委員会（SCHEER）」も、　「予想外
の生物学的影響を起こす可能性がある」と
2018年に指摘しています。

監視社会の強化につながる？

5Gは多数の無線通信危機を同時に接続でき
ます。解像度の高い監視力メラの画像をコン
トロールセンターに集めて一元管理し、不審
者の割り出しに利用することも計画されてい
ますが、撮影された画像がどう扱われるのか、

画像の不正利用が起きないか、個人情報が適
切に保護されるのかも懸念されています。

発行：いのち環境ネットワーク
http：／／www．ehs－mcs寸P．com

　　文責　加藤やすこ

　　　　　　書籍のお知らせ
加藤やすご著『シックルクール問題と対策』

（緑風出版）でも5Gや電磁波のリスクについ
て紹介しています。

第5世代移動通信システム
（5G）のリスクとは？

海外には、健康影響を懸念して5G導
入を一時停止する自治体も…。

このまま5Gが始まっても大丈夫なの



5G通信のしくみ

5Gでは「ビームフォーミング」という新し
い通信方式と、今まで使われなかった準ミリ
波と呼ばれる非常に高い周波数帯を使って超
高速・大容量通信を行います。

　　　　ビームフォーミング
多数のアンテナを組み込んだ基地局から、

ユーザーのいる方向に絞り込んで電波を照射
し、複数のユーザーへ同時にサービスを提供
する。

　　　　　　スモールセル
広いエリアをカバーする「マクロセル」で
は、従来の通信方式（4G／LTE）も利用。超
高速・大容量通信を行う「スモールセル」

ではエネルギーの強いミリ波を使う。

マクロセル スモールセル

5Gの電磁波は安全か？

携帯電話の普及とともに、電磁波によって頭
痛やめまい、吐き気、睡眠障害、耳鳴りなど
が起きる「電磁波過敏症」の発症者が増えて

います。日本では人口の3～6％が電磁波過敏
症を発症していると言われています。

携帯電話やスマホ、Wi－Fi、テレビ・ラジオ放
送、レーダーなどに使われる無線周波数電磁

波には、「発がん性の可能性がある」とWHO
の国際がん研究機関（IARC）も認めました。

無線周波数電磁波のうち、30～300GHzをミ
リ波、20～30GHzを準ミリ波ともいいます。
ミリ波を使った動物実験では白内障など目の
異常が、人間の細胞を対象にした実験では遺
伝子発現の変化などが確認されています。ミ
リ波や準ミリ波の安全性は、まだ証明されて
いません。

スモールセル・アンテナのリスク

電磁波は、周波数が高くなるほど波長が短く
なります。波長が短いと、周囲の建物など障
害物の影響を受けやすくなり、遠くまで届く
のが難しくなります。そのため、5Gのスモー
ルセル・アンテナは、20～1SOm　a“とに設置
しなくてはいけません。

海外のスモールセル・アンテナは、街灯や電
柱、屋根付きバス停などに設置されています。

近距離で準ミリ波に被曝するので、安全に通
行できない恐れがあり、問題になっています。

5Gの導入の一時停止も

電磁波被曝基準は国・自治体によって異な
ります。国際非電離放射線防護委員会
（ICNIRP）の指針値は、周波数］．8GHz帯で

900μW／c㎡ですが、日本とアメリカはこの
指針値を上回っています。

一方、欧州評議会は国際指針を見直し、0．1
μW／c㎡にするよう勧告してます。

国際電気通信連合（ITU）によると、5Gに
よって被曝量が著しく増えます。そのため、

厳しい規制を導入しているロシアやスイス、

イタリアなどでは導入できないので、規制
を緩和するよう求めています。

しかし、ベルギーのブリュッセル首都圏地
域やスイスの4州、イタリアのいくつかの自
治体は、健康を守るために規制緩和を拒否
し、5G導入の一時停止を決定しました。

各国の被曝基準の比較

日本アメリカ

iCNIRP
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携帯電話基地局の設置に関する主な条例・要綱、協定書等

施行時期 自治体名 名称／概要

1998年3月　熊本市（熊本県） 「熊本市携帯電話用通信鉄塔の建設に関する周辺説明取り扱い」

対象：携帯電話基地局

概要：

1）近隣住民に対し、事前に、誠意をもって理解を得るよう説明を行う

2）建設予定地に、告知版を設置すること

2002年4月　滝沢村（岩手県） 「滝沢村環境基本条例」

前文：「電磁波や低周波といった新しく人体におよぼす影響について国際的に検討される分野

も生じてきており、今に生きる私たちだけでなく後世の人にも悪い影響を与えることが’己配さ

れております」

概要：

1）電磁波や低周波による影響などの調査研究

2）公害の原因となる行為、良好な環境保全に支障となる行為を防止するため必要な規制を行う

　よう努める

2003年4月　盛岡市く岩手県） 「盛岡市中高層建築物等の建築等に係わる住環境の保全に関する条例」

対象：高さ15m以上の携帯電話基地局、または基地局の高さが10m以上あって建物に設置さ

れると地上からの高さが15五nを越えるもの

概要：

1）建築確認申請をする30日前（建物に設置する場合は45日前）から、計画地に看板を設置

　し建築計画を公開

／

2003年4月　久留米市（福岡県）

2）その後「速やかに」近隣住民ざ説明会や戸別訪問を行い、建築物の位置、用途等を「必ず書

面にて説明」しなければいけない

「久留米市建築紛争の予防と調整に関する条例」

対象：高さ15m以上の携帯電話基地局

概要：基地局の高さ×1，3倍の範囲の住民に対し、建設計画の事前説明を行う

2005年4月　仙台市（宮城県） 「携帯電話中継塔の築造に関する協定書」

対象：高さ20m以上の基地局（第一種・第二種｛鴎居住専用地｝或では高さ15m以上）

概要：

1）事業者は近隣の住環境に十分に配慮

2）建設計画の概要を示した標識を予定地に設置

3）近隣住民に文章の配布等により説明

4）紛争が生じた場合は誠意をもって解決に努める

1’

2007年1月　有田町（佐賀県） 「有田町中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」

対象：高さ15m以上の携帯電話基地局
概要：

1）建設計画を知らせる標識を設置

2）周辺住民の求めがあれぱ説明会を行う

3）紛争が生じた場合、町が調停やあっせんを行う

8
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2007年2月　篠栗町（福岡県） 「篠栗町携帯電話中継基地局の設置に関する条例」

対象：高さ15m以上の携帯電話中継基地局

概要

1）町は基地局の設置改造計画の事前協議所と事前計画の提出を事業者に求め、事業計画を住民

［



2007年6月　いわき市（福島県）

2007年S月　川西市（兵庫県）

2009年9月　捌ll市（北海道）

　に公表

2）住民が同意しない場合、町は調停にあたり合意形成に努める

3）既存基地局の電波状態にっいて問い合わせがあれば、町は総合通信局や事業者に確認し、結

　果を公表する

4）事業者は説明会を開催し、住民理解の下に計画を進められるよう配慮する

事業者は教育施設、病院、介護施設、通学とからなるべく離れた場所に設置するよう努める

「いわき市携帯電話基地局等の建設に係る紛争防止に関する要綱」

対象：高さ13m以上の携帯電話・PHS基地局

概要：

1）近隣住民（高さ×2倍の範囲）と周辺住民（300m以内の居住者・土地所有者）に計画を周知

　するため、予定地に標識を設置する。

2）近隣住民と自治会代表者に工事計画の概要を知らせ、要望があれば説明会を開催

3）紛争が生じた場合、市長は調停を行う

「携帯電話基地局の設置手続きにっいて（要請）」

概要：

高さ15m以上の携帯電話基地局を設置する際、周辺住民の理解が得られるよう、事前説明を

すること

「携帯電話中継基地局を設置する事業者の皆様へ（お願い）」

概要：

1）高さが10m以上の基地局の設置にあたり、周辺住民に対し、事前に施行および工事の内容

　を十分に説明すること

2）説明対象は、高さ×2倍の範囲の住民と、町内会会長、該当範囲内または近接する教育施設・

　医療施設・社会福祉施設

3

2010年3月　　　1弓＄寸市　（鯨都）

2010年4月　鎌倉市（神奈川県）

3）説明会の後、報告書を市へ提出する

「羽村市環境基本計画（改訂版）」

概要：電磁波に関する情報や携帯電諦PHS基地局の設置場所と新設の情報把握に努め、その

結果を公表

「鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例」

対象：屋外にある全ての中継基地（携帯電話、PHS、無線LAN）

概要：

1）近隣住民と地縁団体代表者に、設置計画の内容と発信する電波に関する情報等を説明しなく

　てはいけない。

2）説明会開催後、説明実施報告書を市長に提出し、市長は市民の求めに応じて開示・閲覧に供

　する。

3）紛争が生じた時、市長は調停またはあっせんを行う。

（まとめ：VOC・電磁波対策研究会加藤やすご）

｛s



宮崎県小林市　携帯基地局条例可決

　宮崎県小林市で12月16日、携帯電話基地局設置や設備変更について、事業者に計画

の事前届け出や住民説明を義務付けた条例案が可決されました。今年4月から施行されま

す。

　小林市では、基地局近くの保育園児に健康問題が出たことが問題になり、市民団体r電

搬問題を考え劃淋市民の会」が条仔獺定を求めて請願を提出。昨年6月議会で採択さ

れたことを受け、市が条例制定を進めてきたとのことです。

改造についても対象に

　条例は、事業蕎に以下のことなどを義務付けました。

○携帯基地局の設置や改造を行うとき｛ま近隣住民（基地局の高さの2倍の距離内に住んで

いるか土地建物を所有している者）及び周辺住民く近隣住民が属する区（自治組織）の居

住猶）に説明を行って意見を聴き、良好な関係を損なわないよう努めること（第4条第1

項）

○近隣住民及び周辺住民に学校又は児童福祉施設などの土地所有者が含まれるときは、そ

の施設の管理者の意向を尊重するよう努めること（第4条第2項）

○編地局の設置や改造を行うときは着工日から60日前までに工事計画讐を市長に提

出すること（第7条）

○工事計画書の提出後、適鵜追汲び周辺住民を代表する者に工事計画の概要を説明する

とともに、近隣住民及び周辺住民の理解を得るよう努めること（第8条第1項）

○近隣住民及び周辺住民から説明会の開催を求められたときは応じるよう努めること（第

8条第2項）

○基地局の使用を開始したときは市長に届出ること（第14条）

　事業煮が違反した場合の罰則はないものの、市長が必要な措置を講じるよう勧告するこ

とができることと定めています。

　また、住民と事業者の双方から申出があpた場合は、市長が紛争の調整を行うとしてい

ます。

　r高さ」に関わらず全ての基地局を対象として事前説明を義務づけた条鰍ま、神奈川県

鎌倉市に続き国内2例目ではないかと思われます。また、携帯電話の技術がどんどん9進

化」していることを考えると、小林市の条例で基地局の新設だけでなくr改造」について

も事前説明を義務づけた己とも画期的だと思います、

　住民の気持ちに沿⊃たこのような条例が新たに制定されたことについて、関係者に敬意

を表します。　【網代太郎】

惨照）

・ 20i4年11月23日付窪毎日新聞』
・ 麺

小林市携帯電話等中継基地局の設置又は改造に係る紛争の予

防と調整に関する条例　（案）

　（輿的）

第1条　この条例は、携帯電話等中継基地局の設置又は改造（当該

　携帯電話等中継基地局の形状又は出力を変更することをいう。以

　下同じ。）に関し、事業者が配慮すべき事項、建設計画等の手続

　紛争の調整に関する手続その他の事項を定めることにより、紛争

　の予防と調整を図るとともに、良好な近隣関係を保持することを

　目的とする。

　（定義）

第2条　この条｛列において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

　各号に定めるところによる。

　（1）携帯電話等中継基地局　携帯電話端末その他これらに類す

　　るデータ通信用の機器相互間の通信を中継する送受信兼用の設

　　備（既存の建築物に設置したものを含む。）をいう。

　（2）事業者　携帯電話等中継基地局の設置又は改造をしようと

　　する携帯電話等通信会社をいう。

　（3）近隣住民携帯電話等中継基地局の敷地境界線からの水平

　　距離が、当該携帯電話等中継基地局の高さの2倍に相当する距

　　離の範囲内にある土地又は建築物（その敷地の一部が当該範囲

　　内にあるものを含む。）の所有者及び居住者をいう。

　　（4）　周辺住民　近隣住民の属する自主的な地域住民の自治組織

　　　である区の居住者をいう。

　　（5）紛争　携帯電話等中継基地局の設置又は改造カミ住環境に及

／



　　　　　ぼす影響に関する近隣住民及び周辺住民（以下「近隣住民等」

　　　　　という。）と事業者との聞に生じた民事上の争いをいう。

　　　　（6）調整紛争中にある近隣住民等と事業者（以下「紛争当事

　　　　　者」という。）との間に協議の場を設けるとともに、双方の主張

　　　　　を整理し、その意思の合致に導くよう努めることをいう。

　　　　（市の責務）

　　第3条　市は、紛争を未然に防止するとともに、紛争ぶ生じたとき

　　　は、適切に調整するよう努めるものとする。

　　　　（事業者の責務）

　　第4条　事業者は、携帯電話等中継基地局の設置又は改造を行うと

　　　　きは、近隣住民等に説明を行うとともにその意見を聴き、良好な

　　　関係を損なわないよう努めなければならない。

．．＿m－2r‘事業者は、携帯電話等中継基地局の設置又は改造を行う場合に

　　　＠咋1臓甑等醜襯で定める学校又は噸三そ

　　　の他の施設の土地所有者が含まれるときは、当該施設の管理者の

　　　意向を尊重するよう努めなければならない。

　　　　（近隣住民等の責務）

　　第5条　近隣住民等は、事業者の説明にっいて検討を行い、紛争の

　　　防止に努めなければならない。

　　　　（自主的な解決）

　　第6条　紛争当事者は、稲互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、

　　　　自主的に解決するよう努めなければならない。

　　　　（計画書の提出）

　　第7条　事業者は、新たに携帯電話等中継基地局の設置又は改造を

　　　行うときは、工事に着手する日から起算して60日前までに、規則

2

　の定めるところにより、工事の計画書を市長に提出しなければな

　らない。

2　事業者は、前項の規定により提出した計画書の内容を変更した

　ときは、改めて当該変更後の計画書を市長に提出しなければなら

　ない。

　（近隣住民等への説明等）

第8条　事業者は、前条の計画書の提出後、規則に定めるところに

　より近隣住民及び周辺住民を代表する者に工事の計画の概要を説

　明し、その周知に努めるとともに、近隣住民等の理解を得るよう

　努めなければならない。

2　事業者は、近隣住民等から前項の説明にっいて説明会の開催を

　求められたときは、これに応じるよう努めなければならない。

3　事業者は、前2項の規定により近隣住民に説明したときは近隣

　住民説明実施報告書を、周辺住民を代表する者に説明したとき又

　は説明会を開催したときは周辺住民説明実施報告書を規則で定め

　るところにより、市長に提出Lなければならない。

　（報告書の開示等）

第9条　市長は、前条第3項の近隣住民説明実施報告書の開示を当

　該近隣住民から求められたときは、これに応じるものとする。

2　市長は、前条第3項の周辺住民説明実施報告書の提出があった

　ときは、規則で定めるところにより、当該報告書を一般の閲覧に

　供するものとする。

　（調整の申出等）

第10条　紛争当事者は、第6条の規定による自主的な解決の努力を

　尽くしてもなお紛争の解決に至らないときは、当該紛争の調整を



市長に申し出ることができる。

2　市長は、紛争当事者の双方から紛争の調整の申出があったとき

　は、これを行う。

3　市長は、前項の規定にかかわらず、紛争当事者の一方から紛争

　の調整の申出があった場合において、相当な理由があると認めた

　ときは、これを行うことができる。

4　前2項の申出は、当該紛争に係る工事の着手前に行わなければ

　ならない。

5　市長は、調整のため必要があると認めるときは、紛争当事者に

　対し、当該調整に係る協議の場への出席を求め意見若しくは説明

　を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

　（調整の打切り）

第11条　市長は、調整によって紛争当事者間の合意が成立する見込

　みがないと認めるときは、これを打ち切ることができる。

　（調整の非公開）

第12条　調整の手続きは、公開しない。

　（計画廃止の届出等）

第ユ3条事業者は、第7条の規定により提出した計画書に掲げる計

　画を廃止するときは、市長にその旨届出するとともに、近隣住民

　等に対しその旨周知するものとする。

　（使用開始の届出）

第14条事業者は、第7条の規定により提出した計画書による携帯

　電話等中継基地局の工事が完了L、その使用を開始したときは、

　市長にその旨届出なければならない。

　（勧告）

t
第15条　市長は、次の各号のいずれかに該当する事業者に対し、計

　画書の提出その他必要な措置を講ずることを勧告することfisでき

　る。

　（1）第7条の規定による計画書の提出をせず、又は虚偽の記載

　　をした計画書を提出した事業者

　（2）第8条第3項の規定による近隣住民説明実施報告書又は周

　　辺住民説明実施報告書の提出をせず、又は虚偽の記載をした報

　　告書を提出した事業者

　　（委任）

第16条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

　　附　則

　（施行期日）

1　この条例は、平成27年4月1ffから施行する。

　（経過措置）

2　この条例の公布の際現に携帯電話等中継基地局の設置又は改造

に着手している事業者（以下「着手事業者」という。）であって、

その使用開始がこの条例の施行日以後になるものにあっては、第

　7条の規定による計画書をこの条例の施行日から起算して3◎日以

内に市長に提出するとともに、当該計画の概要を近隣住民等に周

知するよう努めるものとする。

3　着手事業者は、その携帯電話等中継基地局の使用を開始したと

　きは、第猛条の規定による開始の届出をこの条例の施行Hから起

　算して30日以内に市長に提出するようと努めるものとする。


